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五
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二
七
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五
、
二
八
　
可
決

決
議

核
軍
縮
を
中
心
と
す
る
世
界
の
軍
縮
の
促
進
は
、
恒
久
の
平
和
を

願
い
非
核
三
原
則
を
国
是
と
し
て
堅
持
す
る
我
が
国
国
民
の
一
致
し

た
願
望
で
あ
り
、
真
の
平
和
と
安
全
を
希
求
す
る
諸
国
民
の
共
通
し

た
念
願
で
も
あ
る
。

　
か
か
る
諸
国
民
の
共
通
の
悲
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
下
の
国
際

情
勢
は
極
め
て
厳
し
く
、
核
兵
器
、
通
常
兵
器
の
区
別
な
く
は
て
し

な
い
軍
備
拡
張
が
行
わ
れ
、
特
に
、
限
定
・
全
面
核
戦
争
を
問
わ
ず
、

核
兵
器
は
人
類
の
生
存
に
最
も
深
刻
な
脅
威
を
与
え
て
お
り
、
広
島
、

長
崎
の
惨
禍
が
再
び
繰
り
返
さ
れ
な
い
よ
う
、
核
兵
器
の
廃
絶
を
求



め
る
声
が
近
時
世
界
各
地
に
急
速
に
広
が
つ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
中
で
、
本
年
六
月
第
二
回
国
際
連
合
軍

縮
特
別
総
会
が
開
催
さ
れ
世
界
的
規
模
で
軍
縮
問
題
が
討
議
さ
れ
る

こ
と
は
、
誠
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
際
、
本
院
は
、
こ
の
総
会
に
お
い
て
軍
縮
を
一
層
促
進
さ
せ

る
た
め
、
政
府
が
左
の
事
項
に
つ
き
誠
実
に
努
力
す
る
よ
う
要
請
す

る
。

一
　
人
類
共
通
の
崇
高
な
目
標
で
あ
る
世
界
の
恒
久
平
和
と
安
全
に

　
到
達
す
る
た
め
、
被
爆
国
日
本
国
民
の
悲
願
で
あ
る
核
兵
器
の
廃

　
絶
を
求
め
、
す
べ
て
の
核
兵
器
保
有
国
に
対
し
全
面
完
全
軍
縮
の

　
一
環
と
し
て
、
核
兵
器
の
製
造
、
実
験
、
貯
蔵
、
使
用
の
禁
止
を

　
め
ざ
し
、
特
に
、
核
兵
器
が
二
度
と
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

　
実
効
あ
る
国
際
的
措
置
を
と
る
こ
と
を
強
く
訴
え
る
こ
と
。

二
　
核
兵
器
拡
散
防
止
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
中
国
、
フ
ラ
ン
ス

　
を
は
じ
め
と
す
る
核
兵
器
不
拡
散
条
約
未
加
盟
国
に
対
し
、
同
条

　
約
へ
の
加
盟
を
強
く
訴
え
る
こ
と
。

三
　
米
ソ
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
核
兵
器
国
に
対
し
、
核
軍
縮

　
を
軍
縮
分
野
の
最
優
先
課
題
と
し
、
地
下
核
実
験
を
含
む
核
実
験

　
全
面
禁
止
条
約
の
早
期
実
現
を
強
く
訴
え
る
と
と
も
に
、
部
分
核

　
実
験
禁
止
条
約
未
加
盟
国
に
対
し
、
同
条
約
へ
の
加
盟
を
訴
え
る

こ
と
。

四
　
非
核
武
装
地
帯
構
想
が
、
世
界
の
平
和
の
維
持
に
重
要
な
意
義

　
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
適
切
な
条
件
の
整
つ
て
い
る

　
地
域
か
ら
漸
次
世
界
の
各
地
域
に
非
核
武
装
地
帯
の
設
置
が
実
現

　
す
る
よ
う
国
際
的
努
力
を
す
る
と
と
も
に
、
同
地
帯
に
核
保
有
国

　
に
よ
る
核
攻
撃
が
行
わ
れ
な
い
保
証
を
と
り
つ
け
る
こ
と
。

五
　
国
際
人
道
法
に
反
す
る
化
学
兵
器
等
の
使
用
、
開
発
、
生
産
及

　
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
の
た
め
の
国
際
条
約
が
早
期
に
実
現

　
す
る
よ
う
強
く
訴
え
る
こ
と
。

六
　
際
限
の
な
い
軍
備
の
増
強
は
、
現
在
の
国
際
社
会
が
看
過
し
得

　
な
い
問
題
で
あ
る
た
め
、
通
常
兵
器
の
国
際
移
転
の
規
制
、
軍
事

　
費
の
削
減
の
必
要
性
を
各
国
に
強
く
訴
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
結

　
果
生
じ
た
余
力
を
開
発
援
助
を
含
め
広
く
世
界
の
経
済
的
社
会
的

　
発
展
に
活
用
す
る
よ
う
強
く
訴
え
る
こ
と
。

　
右
決
議
す
る
。




